
○
総
務
省
令
第
六
十
三
号

成
年
被
後
見
人
の
選
挙
権
の
回
復
等
の
た
め
の
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
一

号
）
及
び
公
職
選
挙
法
施
行
令
及
び
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十

五
年
政
令
第
百
五
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
）

（
）

別
記
第
一
号
様
式

投
票
人
名
簿
の
様
式

第
一
条
関
係

そ
の

一

住
所

氏
名

生
年

月
日

性
別

ふ
り

が
な

住
民

票
作

成
日

登
録

年
月

日
年

月
日

投
票

区
転

入
届

出
日

抹
消

年
月

日
備

考
理

由
及

び
市

(
区

)
(
町

)
(
村

)
そ

の
年

月
日

選
挙

管
理

委
員

会
印

備
考１

法
第

2
8
条

の
規

定
に

よ
り

記
載

の
修

正
又

は
訂

正
を

し
た

と
き

は
、

「
備

考
」

欄
に

そ
の

旨
及

び
修

正
又

は
訂

正
の

年
月

日
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
「

抹
消

」
欄

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

該
当

者
に

つ
い

て
、

法
第

2
9
条

の
該

当
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
令

第
1
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
投

票
人

名
簿

登
録

証
明

書
を

交
付

し
た

と
き

又
は

令
第

7
4
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
国

民
投

票
郵

便
等

投
票

証
明

書
を

交
付

し
た

と
き

若
し

く
は

令
第

7
5
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
記

載
を

し
た

と
き

は
「

備
考

」
欄

に
そ

の
旨

及
び

交
付

（
記

載
）

年
月

日
を

、
令

第
8
4
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
南

極
投

票
人

証
を

交
付

し
た

と
き

は
「

備
考

」
欄

に
そ

の
旨

、
交

付
年

月
日

及
び

有
効

期
間

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

投
票

人
が

公
職

選
挙

法
施

行
令

（
昭

和
2
5
年

政
令

第
8
9
号

）
第

1
8
条

に
規

定
す

る
選

挙
人

名
簿

登
録

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

船
員

で
あ

る
場

合
又

は
同

令
第

5
9
条

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

郵
便

等
投

票
証

明
書

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
若

し
く

は
同

令
第

5
9
条

の
３

の
２

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
記

載
を

受
け

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

「
備

考
」

欄
に

そ
の

旨
を

、
同

令
第

5
9
条

の
７

第
１

項
に

規
定

す
る

南
極

選
挙

人
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

「
備

考
」

欄
に

そ
の

旨
及

び
有

効
期

間
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
選

挙
管

理
委

員
会

の
印

は
、

刷
込

み
式

に
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。



そ
の

二

備
考

抹
消

登
録

住
民

票
作

成
日

住
所

氏
名

生
年

月
日

性
別

(
理

由
及

び
そ

投
票

区
ふ

り
が

な

年
月

日
転

入
届

出
日

の
年

月
日

)

市
(区

)(町
)(村

)
選

挙
管

理
委

員
会

印

備
考１

法
第

2
8
条

の
規

定
に

よ
り

記
載

の
修

正
又

は
訂

正
を

し
た

と
き

は
、

「
備

考
」

欄
に

そ
の

旨
及

び
修

正
又

は
訂

正
の

年
月

日
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
「

抹
消

」
欄

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

該
当

者
に

つ
い

て
、

法
第

2
9
条

の
該

当
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
令

第
1
0
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
投

票
人

名
簿

登
録

証
明

書
を

交
付

し
た

と
き

又
は

令
第

7
4
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
国

民
投

票
郵

便
等

投
票

証
明

書
を

交
付

し
た

と
き

若
し

く
は

令
第

7
5
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
記

載
を

し
た

と
き

は
「

備
考

」
欄

に
そ

の
旨

及
び

交
付

（
記

載
）

年
月

日
を

、
令

第
8
4
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
南

極
投

票
人

証
を

交
付

し
た

と
き

は
「

備
考

」
欄

に
そ

の
旨

、
交

付
年

月
日

及
び

有
効

期
間

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

投
票

人
が

公
職

選
挙

法
施

行
令

（
昭

和
2
5
年

政
令

第
8
9
号

）
第

1
8
条

に
規

定
す

る
選

挙
人

名
簿

登
録

証
明

書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

船
員

で
あ

る
場

合
又

は
同

令
第

5
9
条

の
３

第
１

項
に

規
定

す
る

郵
便

等
投

票
証

明
書

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
若

し
く

は
同

令
第

5
9
条

の
３

の
２

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
記

載
を

受
け

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

「
備

考
」

欄
に

そ
の

旨
を

、
同

令
第

5
9
条

の
７

第
１

項
に

規
定

す
る

南
極

選
挙

人
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

「
備

考
」

欄
に

そ
の

旨
及

び
有

効
期

間
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
選

挙
管

理
委

員
会

の
印

は
、

刷
込

み
式

に
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。



別
記
第
二
号
様
式
備
考
１
中
「

」
を
「

」
に

に
表

示
若

し
く

は
訂

正
等

を
し

た
と

き
の

記
載

の
訂

正
等

を
し

た
と

き
又

は
、

改
め
、
「

」
を
削
る
。

又
は

令
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

表
示

の
消

除
を

し
た

と
き

別
記
第
三
号
様
式
備
考
１
中
「

（

）

」
を

に
表

示
令

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
表

示
の

消
除

を
し

た
と

き
を

除
く

若
し

く
は

。

「

」
に
改
め
る
。

の
記

載
の

別
記
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
）

（
）

別
記
第
六
号
様
式

在
外
投
票
人
名
簿
等
の
様
式

第
四
条
関
係

最
終

住
所

又
は

本
籍

氏
名

生
年

月
日

性
別

ふ
り

が
な

最
終

住
所

本
籍

登
録

年
月

日
経

由
領

事
官

の
名

称
等

（
国

名
等

）

抹
消

年
月

日
在

外
投

票
人

証
理

由
及

び
の

交
付

番
号

そ
の

年
月

日
変

更
・

再
交

付
年

月
日

在
外

投
票

人
証

の
交

付
（

経
由

し
た

領
事

官
）

交
付

番
号

変
更

・
再

交
付

年
月

日
（

経
由

し
た

領
事

官
）

本
籍

交
付

番
号

備
考

市
（

区
）

（
町

）
（

村
）

選
挙

管
理

委
員

会
印

備
考１

「
最

終
住

所
又

は
本

籍
」

欄
は

、
当

該
投

票
人

が
最

終
住

所
地

登
録

の
場

合
は

「
最

終
住

所
」

を
、

本
籍

地
登

録
の

場
合

は
「

本
籍

」
を

○
で

囲
み

、
最

終
住

所
又

は
本

籍
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
「

抹
消

」
欄

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

該
当

者
に

つ
い

て
、

法
第

4
2
条

の
該

当
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
「

在
外

投
票

人
証

の
交

付
」

欄
は

、
令

第
2
1
条

第
６

項
の

規
定

に
よ

り
在

外
投

票
人

証
を

交
付

し
た

場
合

は
「

変
更

」
を

、
令

第
2
2
条

第
３

項
又

は
規

則
第

1
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
在

外
投

票
人

証
を

交
付

し
た

場
合

は
「

再
交

付
」

を
○

で
囲

み
、

交
付

年
月

日
及

び
届

出
書

又
は

申
請

書
を

経
由

し
た

領
事

官
（

規
則

第
1
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
交

付
し

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
「

帰
国

」
と

す
る

。
）

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

令
第

2
2
条

第
３

項
又

は
規

則
第

1
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
在

外
投

票
人

証
を

再
交

付
す

る
場

合
は

、
在

外
投

票
人

証
の

交
付

番
号

を
変

更
し

、
当

該
再

交
付

さ
れ

た
在

外
投

票
人

証
の

交
付

番
号

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

投
票

人
が

公
職

選
挙

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
1
0
0
号

）
第

3
0
条

の
６

第
３

項
に

規
定

す
る

在
外

選
挙

人
証

の
交

付
を

受
け

て
い

る
場

合
は

、
「

備
考

」
欄

に
そ

の
旨

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
５

「
本

籍
」

欄
は

、
現

在
の

本
籍

（
転

籍
が

あ
っ

た
場

合
は

、
転

籍
後

の
本

籍
）

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
６

法
第

4
1
条

の
規

定
に

基
づ

き
記

載
の

修
正

又
は

訂
正

を
し

た
場

合
は

、
「

備
考

」
欄

に
そ

の
旨

及
び

修
正

又
は

訂
正

の
年

月
日

を
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
７

選
挙

管
理

委
員

会
の

印
は

、
刷

込
み

式
に

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。



別
記
第
七
号
様
式
備
考
２
中
「

」
を
「

」
に

に
表

示
若

し
く

は
訂

正
等

を
し

た
場

合
の

記
載

の
訂

正
等

を
し

た
場

合
又

は
、

改
め
、
「

2
8

」
を
削
る
。

又
は

令
第

条
の

規
定

に
よ

り
表

示
の

消
除

を
し

た
場

合

別
記
第
八
号
様
式
備
考
２
中
「

（

2
8

）

」
を

に
表

示
令

第
条

の
規

定
に

よ
り

表
示

の
消

除
を

し
た

と
き

を
除

く
若

し
く

は
。

「

」
に
改
め
る
。

の
記

載
の



附

則

こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
の
選
挙
権
の
回
復
等
の
た
め
の
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。




